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○環境省（杉村） 定刻になりましたので、ただいまより第１回ブラウン管ガラスカレッ

トのリサイクル・処分に係る技術検討会を開催いたします。本日は皆様方、お忙しい中を

お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。私は司会進行を務めます環境

省リサイクル推進室の杉村と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは最初に環境省リサイクル推進室長の森下よりごあいさつを申し上げます。 

○環境省（森下室長） 環境省のリサイクル推進室の森下です。どうぞよろしくお願いい

たします。本日は年末でお忙しい中をこうやってお集まりをいただきまして、心から御礼

を申し上げます。 

 ブラウン管ガラスカレットのリサイクル・処分にかかる技術検討会でございますが、御

案内のように、ブラウン管につきましては家電４品目の一つということで、家電リサイク

ル法に基づきましてリサイクルが着実に進展をしてきております。これも関係者の皆様方

の御努力、それから消費者の皆様方の御協力といったことに支えられているというふうに

理解をしております。 

 今般この検討会を開催させていただくきっかけでございますが、このブラウン管のガラ

スカレットにつきましては、これまでは再生利用、水平利用が基本的に行われていて、最

終処分がされているということは想定をしていなかったわけでございますが、今般さまざ

まな調査の中で実際に処分場に投棄をされているという実態もわかってきております。こ

のため、埋立処分をする際の適切な技術的な措置につきまして、そのあり方を主眼に技術

的な検討をしていただければというふうに考えてございます。今年度中にこれまでの知見

を持ち寄りまして、方向性が出していければありがたいというふうに思っておりますので、

お忙しい中大変恐縮ではありますが、どうか皆様方の御協力を得て検討会を推進していき

たいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○環境省（杉村） それでは本検討会は本日が初回ですので、出席者の方々の御紹介をい

たします。資料１の委員名簿をごらんください。順番に紹介いたします。 

 電気硝子工業会専務理事の石井委員でございます。 

 科学技術振興機構研究開発戦略センター環境技術ユニットフェロー上野委員におかれま

しては本日御欠席との御連絡をいただいております。 

 続きまして社団法人電子情報技術産業協会テレビリサイクル委員会副委員長の大薮委員

でございます。 

 日本鉱業協会鉛リサイクル検討委員会委員長の加賀美委員でございます。 
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 ジャーナリスト・環境カウンセラー崎田委員におかれましては尐々遅れられているよう

でございます。 

 続きまして社団法人全国都市清掃会議専務理事の佐々木委員でございます。 

 財団法人家電製品協会家電リサイクル委員会の佐藤委員でございます。 

 京都大学環境保全センター教授、酒井委員でございます。 

 東北大学大学院環境科学研究科教授、白鳥委員でございます。 

 国立環境研究所循環型社会・廃棄物研究センター物質管理研究室長、滝上委員でござい

ます。 

 東北大学多元物質科学研究所教授、中村委員でございます。 

 社団法人全国産業廃棄物連合会専務理事、仁井委員でございます。 

 福岡大学工学部社会デザイン工学科教授、松藤委員と東京大学大学院新領域創成科学研

究科環境システム学専攻准教授、吉永委員におかれましては本日御欠席との御連絡をいた

だいております。 

 引き続きまして本検討会の座長につきまして御説明をいたします。本検討会の座長につ

きましては、既に事務局より酒井伸一委員に就任をお願いしお引き受けいただいておりま

す。 

 続きまして本日の配布資料ですが、資料１、委員名簿、資料２、ブラウン管ガラスカレ

ットのリサイクル・処分に係る技術検討会開催要項、資料３、ブラウン管ガラスカレット

の状況報告、資料４、ブラウン管ガラスカレットのリサイクル・処理技術の現状と課題に

ついて、資料５、国内で埋立処分する場合の適切な技術的処理に係る検討について、資料

６、今後のスケジュール、そして参考資料の１と２がございます。不足等ございましたら

事務局にお申し出ください。 

 それでは以後の議事運営につきましては酒井座長にお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○酒井座長 それでは御指名でございますので、この後の進行役を務めさせていただきま

す。京都大学の酒井でございます。尐し冒頭でごあいさつをさせていただきたいと思いま

すが、先ほど森下室長からお話のありましたとおり、このブラウン管ガラスの技術的な措

置の方向性につきまして審議をという、こういうミッションをちょうだいしております。 

 ちょうど昨年の中央環境審議会、産業構造審議会の家電リサイクルの合同部会で話題に

上がった、そういうきっかけでの検討というふうに理解をしてございます。先ほどの処分
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技術を中心とした検討というところが中心課題になろうかと思いますが、その背景にはや

はり資源性、あるいは有害性、そして経済性、こういったものを相当多目的にものごとを

考え、そして判断しなければならない、そういう案件であろうというふうに認識をしてお

ります。 

 そういった意味でこの間、いろんな背景事情、周辺事情、そういったものも頭において

考えなければならないのであろうというふうにも認識をしております。やはり基本原則と

は何か、そこも頭において議論の運営をさせていただきたいというふうに思っております。

活発な御意見を頂戴し、そしていい方向が見出せますように、皆様方の御協力をお願いし

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは早速本日の議題に入らせていただきたいと思います。まず議事の一つ目、ブラ

ウン管ガラスカレット検討会、この検討会の資料２につきまして事務局より説明をお願い

いたします。 

○環境省（杉村） それではお手元に資料２を御準備ください。ブラウン管ガラスカレッ

トのリサイクル・処分に係る技術検討会開催要項ということで御説明申し上げます。まず

１の目的のところから、テレビ放送の地上デジタル化を 2011 年に控え、ブラウン管テレビ

の大量排出が予想されております。ブラウン管ガラスカレットは水平リサイクルすること

が望ましいとされておりまして、現在、メーカールートを中心に有償輸出され、海外で水

平リサイクルが行われております。 

 このような中、今般環境省が行った調査により、一部の自治体において、小売業者に引

取義務の課せられない廃家電（義務外品）や不法投棄された廃家電の一部が埋め立てられ

ている事実が判明しました。それにつきましてはお手元の参考資料２を見ていただきたい

のですが、それは義務外品と不法投棄物のブラウン管テレビの処理状況についての市町村

調査結果ですが、調査対象は全国 1,750 市区町村になるのですが、義務外品の回収体制を

構築している 708 自治体に対して回収した義務外品をどのように処分しているかというの

を聞いたところ、そのまま埋立処分をしているとか、破砕処理を行った後、埋立処分をし

ている、廃棄物処理業者に処理を委託した場合でもそのまま埋立処分をしているとか、破

砕処理を行った後、埋立処分をしているという自治体が、数は尐ないのですが、ありまし

た。 

 下のほうの不法投棄の処理状況ですが、これは不法投棄物を回収した 1,499 自治体に対

して不法投棄物をどのように処理しているかを聞いたものですが、市区町村の処理施設で
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処分したものにつきましても、そのまま埋立処分とか破砕処理を行った後、埋立処分、溶

融炉等でスラグ化した後、埋立処分というものが、これは義務外品と比べて結構な多い数

で埋めているというものがございました。廃棄物処理業者に処理を委託したものについて

も同様な傾向が見られます。以上が参考資料２についてです。 

 このように義務外品ですとか、不法投棄された廃家電の一部が埋め立てられている事実

が判明をいたしました。特定家庭用機器のブラウン管ガラスにつきましては、現在の廃棄

物処理法では埋立処分を想定しておりません。このために特定家庭用機器のブラウン管ガ

ラスを埋立処分する場合の適切な技術的な措置のあり方を主眼とした技術的な検討を行う

というのが本検討会の目的となっております。 

 名称につきましては、そこに書いてあるとおりでございます。 

 検討事項ですが、大きくは三点ということになっております。一つ目がブラウン管ガラ

スカレットを取り巻くリサイクル処分の状況と課題でございます。二つ目がブラウン管ガ

ラスカレットのリサイクル処理技術の評価でございます。三点目が国内で埋立処分する場

合の適切な技術的措置のあり方ということとなっております。 

 ４の検討の進め方等ですが、検討会の会議、資料、議事録は原則公開といたします。た

だし、本検討会の開催に対して、当事者または第三者の権利、利益や公共の利益を害する

恐れがある場合等、座長が認める場合には、その全部またはその一部を非公開といたしま

す。資料及び議事録の公開につきましては、環境省のホームページへの掲載によることと

します。検討会のメンバーは別紙のとおりで、先ほど紹介したとおりでございます。 

 検討を行うにあたっては、事業者等のデータも積極的に活用できるよう、事業者等が実

証実験を行う場合にはできる限り連携をとるとともに、必要に応じ検討会で自らがデータ

の収集を行うなど、適切な役割分担のもと、数多くのデータをさまざまな視点で効率的か

つ確実に収集・評価し、検討を進める。以上が検討の進め方でございます。事務局につき

ましては、環境省リサイクル推進室で行います。以上でございます。 

○酒井座長 どうもありがとうございます。開催要項について、そしてその背景の市町村

の調査結果について御説明をいただきました。ここで御質問、あるいはこの進め方につい

て御意見がございましたら承りたいと思います。御意見のある方は名札を立てて御意見の

表明をお願いしたいと思います。 

○仁井委員 全産連の仁井でございます。その目的自身、やはりこのメンバーがきちんと

共有しないといけないというふうに思うわけですが、ここで書かれているのが何かの課題
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となるのかと思うわけです。一部の自治体において義務外品が埋め立てられている事実が

判明した、これは変な言い方をすれば当たり前の話だろうというふうに思うわけです。特

定家庭用機器になってないわけですから、そこで言う環境省告示も適用されてなければ一

般ルールに従うという話で、これ自体でなにか環境保全上の問題が生じたかという話であ

れば、一つの課題になるのかとは思うんです。 

 ただ、私ども事前にご説明をお聞きしていたことからいけば、ＣＲＴのガラスカレット

についての再商品化をめぐる環境が変わった、あるいは変わるかもしれない、変わること

が予想される、そういうことに対しての技術的な検討をするんだというふうにお伺いして

いるのですが、問題はどちらなのでしょう。環境省が考える問題意識がここに書かれてい

ることであれば、多分今日出てきている資料でもガラスカレットの状況報告、メーカー説

明資料とか、処理技術の現状と課題についてとか、そういう話ではなく、別の資料を前提

にする必要があるというふうに思っております。 

 そこら辺はやはりきちんと正確に書いたほうがいいのか、あるいはいろんな意味で今明

示的に書きにくいのであれば、例えばブラウン管のリサイクルをめぐる諸般の状況に鑑み

といったレベルでいいのですが、こういう話とは違うんじゃないでしょうかということを

私はまず申し上げて、御見解をお伺いしたいと思います。 

 それから３の検討事項のところで、いわば技術的な検討を行うというふうな話でござい

ます。技術的な検討を先行させるということ自身も一つの手法だと思いますし、それ自体

をまず進めていくというところはかまわないと思うのですが、家電法においては技術的に

どうこうするという話とともに、やはり製造事業者等、あるいは小売業者、あるいは消費

者というのか使用者、そういう関係者の役割分担の整理というのが一つの大きいキーでは

ないかなというふうに思っております。 

 ここの場で役割分担を議論する気は全然ないのですが、そこはこの委員会のミッション

からずれるという部分かもしれませんので、そんなに議論を乱したくはないのですが、や

はり技術的な検討をする場合においても、役割分担の変更に直結するような話であれば、

それの内容に関してはそれなりの慎重さがいるなというふうに思っております。 

 ブラウン管ガラスカレットについて水平リサイクルを前提とするのではなしに、処分を

前提とした技術的基準を検討するということになりますと、それは再商品化の義務という

話ではなくて、残滓の処分、適正処理という話になって、多分製造事業者の直接の義務か

らは外れるという話になり、じゃあ誰が責任を負うかといえば、実際に再商品化を行うリ
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サイクル事業者であったり、それの残滓を引き受ける最終処分業者であったりという者が

責任を引き受ける、ということになろうかと思います。そこは家電法に関しての実質的な

責任主体がかわることになるということも勘案しながら技術的事項を考えざるを得ないと

いうふうなところもあるかと思います。それはまた個々に議論が進んできた中で申し上げ

ます。 

 私のところで今申し上げたいのはこの二点でございます。後ろの話は後ほどの話でいい

のですが、目的のところの整理の話は事務局の見解もお伺いしたいのですが。 

○酒井座長 引き続き御質問、御意見を承りたいと思います。 

○佐々木委員 私も仁井委員が言われたことについてなんですが、冒頭に座長から家電リ

サイクルのいろんな処分の状況の中で、地デジ化をされてブラウン管テレビが大量に廃棄

される状況があるけれど、川下のほうは大丈夫なのかという議論がありまして、そういっ

た大量に出てくるものを適正に処理できるかというようなことで、環境の変化、海外でで

きる、できないの議論があって、そういった環境の変化に対応してどういうことが問題に

なるかというふうに議論されたという経緯が確かあったと思います。 

 この目的だけを見ていると、いわゆる埋立、一部の自治体がいわゆる特定家電と同じよ

うな処理方法をしていない、それで問題があっては困るので、その対策を整えるというこ

とであれば、ざっと１割の自治体が埋立処分をしているというアンケートの結果ですと延

べで言っても１割、不法投棄の義務外品で 140 数市だと思うんですが、恐らく重なってい

るところもありますから、もうちょっと尐なくなるんだろうと思うんですが、その１割の

ことがこの研究会のテーマであるのかなというのが、そうだとすれば議論の方向ももう尐

し変わるのかな。 

 例えば自治体の側からは、不法投棄されていて、はっきり言ってどこの製品かわからな

いようなものは引き取ってもらえないというようなことがございます。そういったことを

改善したらどうだろうかとか、あるいは義務外品についても体制が整ってないところは、

じゃあ埋立じゃなくて違う方法が検討できないか、あるいは地域で循環できないかとか、

そういったことの議論になってくるんだろうと思うんですが、やはり検討事項であります

リサイクル処分の状況と課題というところで、自治体の埋め立てしているところだけの問

題ではないような気がしますので、私は、そこはスタートにあたってちょっと御見解をい

ただきたいと思います。以上です。 

○酒井座長 開催要項あるいはこの審議の進め方に関して、ほかに御意見はございません
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でしょうか。それでは事務局のほうから今のお二方の御意見に対して御見解を頂戴したい

と思います。その前に崎田委員が到着したので、御紹介をしたいと思います。 

○崎田委員 遅れまして申しわけございません。崎田でございます。よろしくお願いいた

します。 

○酒井座長 それではきょう御予定の方は全員お揃いでございます。それでは事務局のほ

うからお願いいたします。 

○環境省（森下室長） この技術検討会の目的なんですが、経緯を簡単に御紹介させてい

ただきますが、先ほど座長からも御紹介がありましたが、これは国で設置されております

中央環境審議会と産業構造審議会の合同審議会の場で、これは去年になりますが、ブラウ

ン管ガラスカレットのリサイクル・処分について検討を進めていこうという御報告を審議

会にさせていただいておりました。 

 その折には、当時リーマンショックの影響ということもあって、カレットの需給の間に

かなりギャップが発生してしまって、直ちに水平リサイクルが立ち行かなく可能性がある

かもしれないという、そういう事態での提案、御報告という、そういうことがございまし

た。 

 その後、これは今週ですが、今回またその合同審議会が開催をされまして、その中で若

干状況も変わってきているという御報告を事業者の方々からも受けまして、それを踏まえ

まして私どものほうから、現況水平リサイクルがちゃんと進んでいるということで、去年

の状況とかなり変わってきているという、そういうことをベースに、また、こういうふう

に具体的に処分がされている事例もあるということも踏まえて、技術検討会を開催したい

ということで審議会の報告をさせていただいたということでございます。 

 我々が問題意識として持っておりますのは、このブラウン管ガラスカレットについて現

在埋立処分ということについては、一般則以外の特別の決めごとがないということでござ

いまして、その点について例えば私どもが調査をした調査結果で実際に捨てられている例

も明らかになっているということからすれば、先ほどお話がございましたさまざまなブラ

ウン管をめぐる状況ももちろん踏まえてということにはなるんだと思いますが、とにかく

うまい処分の方法、これをきっちりと検討していくという必要があるのではないかという

ことで、今回検討会を開催させていただいたという趣旨でございます。 

 それから二点目の役割分担の件ということでございますが、本検討会は名前にもついて

おりますが技術検討会ということで考えております。埋立にあたってどういう措置をとっ
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ていったらいいのか、それを技術的に検討いただくということをもちろん主目的にしてお

ります。 

 御指摘のあった、その点が関係者の役割分担に直結するのではないかという点でござい

ますが、これは例えばどういうふうな技術的な措置ということがこれから決まってくるの

かというようなことにもかかわってくる中身かなという気もいたしております。この検討

会の中で技術的な検討をできるだけ進めていただきまして、それでもやはりそういったこ

とを踏まえて制度的なところにもリンクが出てくるということであれば、それは検討会で

はなくて、別の場を設けてそこで議論をすべき内容かなというふうに考えております。 

 そういった意味では、この検討会の中では技術の検討をしていただきたいと思っており

ますが、ただ、その検討の中でどうしてもそういう点が出てくるということで、御意見が

あれば、それはまたどこかにそういったことを付記する、あるいは残させていただいて、

次の検討につなげていくということもあるかもしれないというふうに思っております。い

ずれにしましても、まずどういった技術が利用可能なのか、そしてどういったものをここ

に適用すべきなのか、そういった技術的な検討をここで是非していただければというふう

に考えております。 

○酒井座長 どうもありがとうございました。再度、確認の御発言をありがとうございま

す。仁井委員どうぞ。 

○仁井委員 今のお話ですと、やはりここの３行に書かれていることが問題意識だという

ことであれば、義務外品の実態でありますとか、義務対象を拡大するとか、そういう話か

ら議論をするということが素直なんじゃないんでしょうか。私はよくわかりませんけれど、

そういう議論はなしで処分基準をいきなり考える、義務外品に対して今のものを延長でき

るような状況があるのかないのか、今で問題が起きているのか、一般則の処分基準という

のは確実にあるわけですね。私どもの産業廃棄物であるＣＲＴについても、安定型処分場

では入れられないなんていうのが法的に措置されているわけですから、そういう意味でも

ともとからそういうものはあり得るという前提で処分基準はつくられていたかと思うんで

す。 

 ただ、そういうような本当に数の尐ないというか、ウエイトがその程度しかないものだ

けをやるという話だったら、議論の仕方も全然違うような気がするんですが、いつの時点

かはわからないけれど、今の水平リサイクルが動かなくなって、全量がそういうようなこ

とも考えざるを得ないようなことも念頭において云々かんぬんみたいな話と、今のこうい
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う僅かな部分の話というのは、やっぱり同じ技術的検討と言っても違うんだろうと思いま

す。 

 それから不法投棄された云々というような話でいけば、ちょっと一廃の世界の話は私は

よくわかりませんが、そこの基準でもって不法投棄された廃棄物についてどうこうという

リカバリーの仕方とは尐し違うのではないだろうかと思っております。 

 本当にこの３行で、この委員会をやるとすれば、多分今日の参考資料とか、資料２、３

以下の話というのは多分組み立てが全部違うのではないかと思っているのですが、これは

これ以上議論してほしくないということですか。 

○環境省（森下室長） 今日、いろいろ事業者の方々からも御報告をいただきますが、そ

の御報告を踏まえて、また私どもの問題意識というものを文章でどう表現できるか、この

会議の終わりの部分でまたお示しをしてみたいと思います。 

○環境省（杉村） どうしてこの検討会をやらないといけないのかということと、どうし

てこのタイミングでやらないといけないのかという二つの観点があると思うんですが、確

かに今御指摘されているところというのは、まさにどうして今のタイミングでやらないと

いけないのかというところだけが、ここに強調して書かれているのかなということについ

ては…。 

○仁井委員 いや、昔からこういうこと自身はあるのは当たり前の話です。 

○環境省（杉村） やらないといけない理由については、もう尐し詳細に書かないといけ

ないのかなというところについては、今御指摘を受けて思いましたので、そこは検討させ

ていただくとともに、これが発覚したことをもって、実際今ブラウン管ガラスカレットは

埋立を想定してないような法律の体系になっていますので。 

○仁井委員 そういうふうにはなってないでしょう。特定家庭用機器テレビジョンに関し

てのみなってない。 

○環境省（杉村） そうです。まさにおっしゃるとおりです。特定家庭用機器に関しては

そのようになっていませんので。 

○仁井委員 義務外品に話だと当然にもそういうルートがあり得るという…。 

○環境省（杉村） 義務外品というのは？ 

○仁井委員 小型のものとか、そういう話でしょう？ 

○環境省（杉村） 義務外品というのは、ブラウン管テレビでも例えば販売した小売店と

かが倒産をしていてという、そういう意味ですので、多分そこで齟齬があったんじゃない
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でしょうか。 

○仁井委員 でも同じ話ですよね。一定規模のテレビの捨て方というのだってないわけで、

技術的な話は同じなんです。 

○環境省（杉村） サイズの規定はないということですので。 

○仁井委員 ないですよね。特定の家電ということでの規定はなくて、一般則で律せられ

てということですよね。 

○環境省（杉村） だから今現状はブラウン管テレビを処理する場合には、リサイクルを

する方法しか規定されてなくて、処分をする方法というのは規定されてない。 

○仁井委員 ブラウン管テレビのうち特定家庭用機器に該当するものなんでしょう。 

○環境省（杉村） パソコンとかということですか。 

○仁井委員 そのＣＲＴ一般もそうですし、インチ制限はないんですか？ 

○環境省（杉村） 埋立処分を想定していないことによる問題が環境省の調査によって明

確になってきたので、このタイミングでこの検討会を始めます、そういうことをここに書

かせていただいているんです。そこばかりが目立っているというのは御指摘のとおりかと

思いますので、修正について検討していかないといけないのかなというのは理解しました。 

○仁井委員 それが問題なら、多分議論の立て方が違うんだと思うんです。あとの議論の

立て方が。それだけです。 

○酒井座長 先ほど森下室長のほうから目的部分での追加部分、また文章を示させていた

だけると思います、そういう話がございましたので、今の御議論を頭におきながら次の議

事に入るという運営をさせていただきたいと思いますが、そういうことで御了承いただけ

ますでしょうか。 

 それでは引き続きまして次の議事の２．ブラウン管ガラスカレットの状況報告につきま

して、資料３に基づきまして、今日委員として御参画いただいております電子情報技術産

業協会の大薮委員より説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○大薮委員 それでは多分時間のほうが押していると思いますので、簡潔に申し上げたい

というふうに思います。このお話は既に先日行われた審議会の中で永井説明員のほうから

御説明があったので、一部の方は重複するかとは思いますが、お許しをいただきたいとい

うふうに思います。 

 まず１ページをご覧いただきたいのですが、これはグローバルにおいてのブラウン管テ

レビの生産台数と精製カレットの需要量を示したものでございます。先ほど森下室長のほ
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うからお話があった昨年の審議会の前後、リーマンショックの後の非常な需要減というこ

とがございまして、2009 年には前年比で 63％まで実は落ち込んだということがありまして、

一時的にガラスカレットの輸出も完全に止まってしまったという背景が当時ございました。

それが我々メーカーの非常な危機感ということで審議会に訴えさせていただいたわけであ

ります。 

 ところがその後の状況の中で、特に 2010 年に入りまして、決して状況は芳しいわけでは

ありませんが、2009年に 6,500万台あった需要が、今年は約 6,100万台ぐらいあるだろう、

これはブラウン管テレビのガラスメーカーの方からヒアリングのデータということで御理

解をいただきたいのですが、前年比 94％程度の落ち込みであったということで、比較的堅

調に推移した、そういうこともありまして輸出が再開をされたということであります。た

だし、将来方向を見ていきますと、このグラフにも示しておりますように、年率３割ぐら

いずつは縮んでいくのかなという、いずれ減っていくのかなということは予測をしており

ます。 

 次に２ページ目をごらんいただきたいと思います。そういうことで昨年 2009 年の審議会

のときには非常に危機感をもって皆さん方に訴えたわけでありますが、その後の状況が先

ほど申し上げたような流れになっておりまして、また日本製のカレットというのは、今日

はガラス関係の方もおられるので大変申し上げにくいところもありますが、非常に精度が

よいといいますか、グレードが高いという評価をいただいております。 

 そういったことも輸出に好影響をいたしまして、このグラフにありますのは点線が私ど

もから排出されるであろう予測でございます。そして実線のほうが輸出に加えて若干国内

で使っている分もございますので、それを含めた私どもの予測ということで、これを見て

いただきますとわかりますように、直近では御承知のとおりのエコポイントの状況でござ

いまして、非常にふえておりますので、輸出が堅調とは言いながら、需要よりも生産量の

ほうが増えているということは、ここの図でおわかりをいただけると思うのですが、推定

しております来年 2011 年の７月以降には、地上波が完全に止まってしまう以降については

一気に恐らく排出量が激減するであろうということを想定しておりまして、ここで恐らく

クロスポイントを迎えて、結果としては最終的には一時的に増える在庫もこの後減尐して

いくだろうというふうに見ております。 

 我々の予測では、今年の年末で恐らく 47,000 トン、２カ月分ぐらいの在庫を一旦抱えま

すが、来年の年末にはほぼこれがゼロになるであろうという推定をしておるところでござ
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います。この辺は昨年と状況が大きく変わっております。よって当面は今そこにある危機

ということでいえば、一応解消をされたと、こういうふうに御理解をいただきたいし、順

調に水平輸出が進んでいる。ただ、そうは言いながら、先ほども申し上げたとおり年々歳々

需要は落ち込んでおるわけでございますので、いずれはデッドポイントが来るということ

でございます。 

 そういった意味で今日その後の水平輸出ができなくなったときのいろいろな技術的な開

発、資源として鉛ガラスが有効に機能するか、あるいは最悪どうやったら埋立をきちっと

できるのか、害をなさずに埋め立てられるのか、この辺のところをぜひ御議論をいただい

て、私どもに示唆をいただければというふうに考えておる次第でございます。以上でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○酒井座長 どうもありがとうございました。ただいま御説明いただきました資料３につ

きまして、討議に入りたいと思います。御質問、御意見のある方はお願いいたします。 

○滝上委員 図の２のイメージ図について、実際の重量の数値が入っていない、この理由

と、もう一点、カレット生産量予測とありますが、生産量＝カレットの発生量、その定義

を教えてください。 

○大薮委員 まず重量のところにあえて数字を入れておりませんのは、これは機微に属す

ることでもございますので、そこはまことに申しわけないのですが、御理解をいただきた

いというふうに考えてございます。それから生産量＝発生量というのは？ 

○滝上委員 カレットを生産するということは、それは発生したカレットそのものの量と

いうことか。 

○大薮委員 そういう理解でいいですよね。 

○滝上委員 わかりました。尐し情報がないと、この後どのようなスケールで検討を進め

るかという総まとめがやりにくいというところがあるので、機微に触れるところでしょう

けれども、尐し情報がいただければと思います。 

○大薮委員 この件については、きょうお答えできる立場でもございませんので、関係者

と御相談しながら考えたいと思います。 

○酒井座長 ほかにいかがでしょうか。 

○崎田委員 先日の家電リサイクルの委員会でもちょっとお話をしましたが、１年前の家

電リサイクルの委員会のときに、やはり水平リサイクルも大変難しいということで、リサ

イクル率を下げたいという御提案があったときには、やはりもう尐しきちんとリサイクル
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などをチャレンジしていただきたいと、かなり厳しく私も発言をさせていただき、その後

の様子に大変関心をもっておりました。 

 それで今水平リサイクルの先が広がったということで、今マレーシアと韓国ですか、そ

れでかなりしばらくは安定していけるというふうなお話があって、状況的にはいい状況に

なったというふうに思いますが、今後のことを考えると、今の御質問は量的な御質問があ

りましたけれども、私のほうは 2011 年末にクロスポイントでかなりいい状況になるという

ようなお話なんですが、やはり今どのぐらいこのガラスカレットがそのままのブラウン管

ガラスとして水平リサイクルができるのがどのぐらい続くと今見込んでらっしゃるのか、

その辺を尐しお話をいただければありがたいというふうに思っております。 

○大薮委員 これはむしろ私どもメーカーよりも、きょうはガラス関係の方も来ておられ

ますので、そちらの方に聞いていただいたほうがいいのかもしれませんが、我々は正直な

ところ、わからないとお答えするしかないですよね。だからできる限りのことは頑張って、

我々ができることは日本のガラスの質が非常に優秀だ、最優先で使っていただけるという

ことをもう頑張ってやっていくしかないと思っておりますので、そのデッドエンドがいつ

かという話は実は商売上の問題とかいろいろありますので、先ほど機微と申し上げたのは

そういうことも含めて、ちょっとメーカーの立場で申し上げるのは、きょうは差し控えさ

せていただけたらと思います。ただ、尐なくとも先ほど申し上げたように、来年の末在庫

ゼロを目指して、もう国内の在庫は完全になくなるということを目指して何とか頑張って

いきたいというのがメーカーの決意でございます。 

○酒井座長 それでは大薮委員からのガラス関係の方の意見を聞いていただければという

御発言もござましたので、石井委員、今の話に関していかがでしょうか。尐しコメントを

いただけませんでしょうか。 

○石井委員 今の御質問ですけれども、御承知のように海外ではこちらにおられます日本

電気硝子のマレーシア工場で今そのブラウン管を水平リサイクルされているということで

ございまして、直近の話ですけれど、一つはリーマンショック以前ですと約７万トン程度

処理されておられたということですが、昨年の 2009 年におきましては若干その影響があり

まして、６万程度という話でございますが、ここまた 2010 年におきましては若干回復して

６万５千トンから７万トン程度というような話を聞いております。 

 ただ、難しい点でございますが、将来どうなるのか、これについては我々のほうでもな

かなか予想がしにくい。まして今日御報告いただいております、むしろ今後は３割程度減
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尐していくのではないかというようなことに関しては、我々も大変厳しい状況であるとい

うふうな認識をしているというところでございます。 

○酒井座長 そんなところで崎田さん、よろしいでしょうか。 

○崎田委員 わかりました。 

○酒井座長 よろしいでしょうか。一点確認でございますが、きょうお示しいただいたこ

の実線と点線のイメージというのは、2013 年以降も視野に入れると、再度このクロス点は

あるやもしれないという認識はもっておられるというのは先ほどの御発言の中での意味で

ございましたね。 

○大薮委員 私どもの研究会について期待するところはもちろんあるということでありま

す。 

○仁井委員 そこを期待するのだったら趣旨が違うんだろうなあと思うんですね。 

○酒井座長 それは最後に向けての目的の整理のところで、また再度というところにさせ

ていただけますでしょうか。まさにそういう点がポイントなんだろうというふうには認識

をいたします。 

 それでは次に進ませていただきます。資料４ということで、議事の３．ブラウン管ガラ

スカレットのリサイクル・処理技術の現状と課題ということで御説明をお願いいたします。 

○三菱総研 それでは資料４に基づきましてブラウン管ガラスカレットのリサイクル処理

技術の現状と課題について御説明させていただきます。資料４の位置づけでございますが、

現状のブラウン管ガラスカレットのリサイクル及び処理技術について情報をとりまとめた

というところでございます。リサイクル技術につきましては、ファンネルガラス、パネル

ガラスによって適用可能となる技術が異なりますため、「ファンネルガラスに適用可能とな

る技術」、「パネルガラスのみに適用可能となる技術」ということで分けて情報を整理して

ございます。処理技術につきましては、主に鉛溶出の安定化を図るための処理方法という

ことで、情報を整理してございます。それでは以降、まず水平リサイクルから情報を御紹

介させていただきます。 

 家電リサイクルプラントにて再商品化されましたブラウン管ガラスカレットのうち、大

半が海外にてブラウン管として水平リサイクルされているという状況でございます。図の

１ということで、再商品化工程図の代表的な例を示してございます。ＣＲＴテレビでござ

いますが、家電リサイクルプラントにてパネルガラスとファンネルガラスに分割されまし

て、蛍光体等除去した後に精製ＣＲＴガラス原料としてＣＲＴガラス製造者さんに引き渡
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されているというところでございます。 

 その後の工程でございますが、２ページ目のフロー図をご覧いただければと思います。

２ページ目の主に図 10 から図 18 をご覧いただければと思いますが、マレーシア等に引き

渡されました精製ガラスカレットでございますが、そちらは海外工場にてＣＲＴガラスを

取り出し、溶融処理を行った後、パネルを整形しまして、もう一回ＣＲＴからブラウン管

ガラスに再商品化されているというところでございます。こちらが一般的な製造工程、水

平リサイクルの工程というふうに御認識いただければと存じます。 

 ３ページ目が水平リサイクル以外のリサイクル技術というところで、まずは２．１とい

うことで、ファンネルガラスに適用可能となる技術を整理してございます。ファンネルガ

ラスに適用可能となる技術といたしまして、現状、ケミカルリサイクル、熱処理による鉛

分離手法、湿式分離手法の三点を整理してございます。まず（１）ということでケミカル

リサイクルということで御紹介したいと思います。 

 ケミカルリサイクルといたしましては、鉛精錬、亜鉛・鉛同時精錬、銅・亜鉛精錬とい

った精錬技術が挙げられるというところです。これらは精錬工程にブラウン管ガラスを前

処理なし、もしくはある程度破砕した後に投入しまして、ガラス分と鉛を分離することが

可能であるというふうに理解してございます。また、ガラス分はスラグとしての利用が期

待されまして、一方、鉛は金属鉛として回収し、鉛バッテリー等への利用が期待されてい

るというふうに考えてございます。 

 こちらについては主に逆有償での受け入れが基本となると想定しておりまして、仮定に

基づく試算でございますが、鉛精錬の場合では１トンあたり５万円から 10 万円程度の費用

負担が想定されているというところで整理をしてございます。 

 図の３は主な非鉄精錬プロセスの総括的フローというところで御紹介してございます。

３ページ目以降、精錬別に情報を簡単にまとめてございます。まずは①ということで鉛精

錬でございます。ファンネルガラスに含まれる鉛の割合としては、20～30％と非常に大き

いことから、鉛精錬の原材料としての利用に適しているというふうに考えられます。 

 ４ページ目にいきますが、状況といたしましては、鉛精錬ということでは適正な処理費

を徴収することで適正な処理が可能であり、処理量にあった受け入れとなればある程度は

可能というところでございます。 

 ある精錬事業者さんでは処理能力を 2009年 10月より 3,000～5,000トンに増強しており

ます。また、その他の精錬事業者さんでもブラウン管ガラスの処理能力を 3,600 トンに増
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やすべく設備状況を行ったような例も見られます。また、廃バッテリーの鉛リサイクルの

一環としまして、溶鉱炉の珪石の代替品としての受入可能性もございます。 

 受入可能量ですが、年間 6,000～7,000 トン程度受入可能と見込まれておりまして、皆様

からのヒアリング結果を総括いたしますと、今後 10,000～12,000 トン程度の受け入れが可

能であると考えてございます。今後、設備投資とか技術開発の結果によっては、さらなる

受入可能量の増加があり得るというふうに整理をしてございます。 

 なお、参考情報ですが、ファンネルガラス、パネルガラスの洗浄時に生じるビリガラス

につきましては、現状鉛精錬に年間 3,000 トン程度受け入れられてございます。 

 続きまして②として亜鉛・鉛同時精錬について御紹介させていただきます。まず現在の

状況ですが、亜鉛・鉛同時精錬においては、その処理能力に鑑み、操業に影響を与えない

範囲での尐量のブラウン管ガラスを受け入れている。技術的には問題なく処理が可能であ

り、最終的にスラグとなりますが、処理をすることができるということで、ファンネルガ

ラス中の鉛を回収することが可能である、またスラグ中の鉛は 0.1％未満まで低下するこ

とが可能ということでございます。 

 受入可能量ですが、こちらは 2007 年度の実績になりますが、年間 250 トン受け入れてい

るというところで、最大で 1,000 トン程度までは受入可能ではないかというふうに考えら

れております。 

 続いて三点目、銅・鉛精錬でございます。現状としましては、特殊な窯を持ちます国内

１カ所での受入可能性があるというところ、ただし受け入れにあたりましては事前の試験

が必要となりまして、可能となった場合も非常に尐量になるという見込みというところで

ございます。受入可能量ですが、特殊な窯をもつ精錬業者さんではグループ会社内での有

償処理の可能性はある、受け入れが可能と考えられる量は年間 600 トン程度というところ

で認識してございます。 

 ５ページ目からは熱処理による鉛分離手法というところで情報を整理しております。熱

処理による鉛分離手法としまして、現在情報が入手できておりますのが、還元溶融、比重

で分離するもの、還元溶融、揮発分離するもの、ほかは塩化揮発、溶融分相法といった技

術というところで整理をしてございます。塩化揮発を除きますと、いずれも処理にあたり

ましては破砕ですとか粉砕といった前処理を要するというところが特徴でございます。 

 まず還元溶融についてですが、実験値、理論値の鉛除去率は高く、鉛の回収・再利用、

ガラスの有効利用の可能性が考えられます。ただし粉砕をしまして、高温処理が必要であ
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ること、またガラスが最終的に埋立しなければいけないということで、処分費用が発生す

る可能性が考えられまして、高コストな処理となることから、経済的な実現可能性は低い

のかなというところで整理をしております。 

 塩化揮発法ですが、揮発除去した鉛の排ガス処理、排水処理工程での適切な処理が必要

となる。また鉛分離法のガラスは管理型または遮断型埋立処分場での最終処分か、または

溶出試験の結果次第では路盤材としての利用可能性が期待されるというところでございま

す。国内では製鉄発生ダストですとか、産業廃棄物のばい焼鉱から有価金属を回収する実

プロセスが既に国内２カ所で稼働中でありまして、ブラウン管ガラスに適用できる程度の

低コストな処理が実現すれば、そこでの処理も可能なのかというふうに整理をしてござい

ます。 

 次に溶融分相法ですが、鉛がポレート相に移行することにより、高い除去率が期待され

るものの、まだ研究実証段階というところでございまして、引き続き早期の技術確立が望

まれるという形で整理をしてございます。 

 また５ページの下のほうにございますが、還元溶融につきましては、電気炉を用いた実

証実験が実施されてございまして、そちらの結果によりますとファンネルガラスからの鉛

の回収は技術的に可能であるというところでございまして、ただし、そのコストを勘案い

たしますと、ファンネルガラスから鉛を回収するプロセスは技術的には可能であっても、

現状にはその実現性は低いというふうに結果からは整理されているというところを御紹介

したいと思います。 

 続きまして（３）で湿式分離手法を御紹介いたします。湿式分離手法といたしましては、

アルコール浸出、電解還元、酸抽出、非加熱分離回収といった技術を挙げてございます。

アルコール浸出は鉛ガラスを高温、高圧のアルコールで処理いたしまして、ガラス内の鉛

成分を還元して分離する技術ですが、現状では鉛の除去率が不明というところ、また技術

的な実証性がまだまだ不確かというところもございます。また前処理として粉砕を要しま

して、高温、高圧処理が必要となりますため、高コストな処理となるというふうに整理を

してございます。 

 続いて電解還元ですが、こちらは鉛ガラスを溶融塩中で電解還元させ、鉛を金属に還元

して濃縮するという技術でございますが、先ほどのアルコール浸出と同様に技術的な実証

性ですとか、経済性の両面からは現状では実現可能性は低いのかな、不明であるのかなと

いうふうに整理をしてございます。 
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 また酸抽出につきましては、酸抽出溶液を用いて鉛ガラスから鉛を分離する方法ですが、

こちらは前処理として鉛ガラスをかなり細かく粉砕する必要があるというところ、また技

術的な実証というところも確認する必要があるというふうに整理をしてございます。 

 最後に非加熱分離・回収（メカノケミカル法）ですが、キレート試薬を用いましてボー

ルミル処理を行うことによって、鉛ガラスから非加熱状態で鉛を分離・回収する技術でご

ざいます。こちらは前処理としまして粗破砕する必要があるほか、ボールミル処理でかな

りのエネルギーですとかコストを要すると想定されております。また、こちらも技術的に

研究段階にございまして、現時点では適用可能性を評価する段階ではないというふうに整

理してございます。 

 ここまでがファンネルガラスに適用可能となる技術ということで、７ページ目ですが、

ここからはパネルガラスのみに適用可能となる技術、いわゆる鉛が入っていないガラス、

そちらのみに適用可能となる技術について情報を整理してございます。こちらはグラスウ

ールとその他という形で情報をまとめてございます。 

 まず（１）のグラスですが、現状としてグラスウールの 2009 年の生産量は約 17 万トン、

そのうちリサイクル原料の利用実績は 85％以上で、ほぼ飽和状態といえる。またリサイク

ル原料のほとんどがビン類由来であると考えられるというところでございます。グラスウ

ールとしての受入可能量ですが、年間 20,000 から 24,000 トン程度であるというふうに考

えてございます。 

 また、その他の方法といたしまして、セラミックス・路盤材、建材、セメント等につい

て研究開発中でございまして、さまざま用途開発を行っておりますが、有価性はなく受入

可能量も小さいというふうに整理をしてございます。 

 続きまして８ページ目をご覧いただければと思います。ここからは主に処理技術という

ことで、鉛溶出の安定化を図るための処理方法といたしまして、不溶化処理とコンクリー

ト固化といった技術を挙げてございます。まず（１）の不溶化処理ですが、不溶化処理と

しては、例えばキレート樹脂を用いてブラウン管ガラスに含有される鉛を固定化し、不溶

化する方法というふうに考えられますが、粉末状態になる程度の粉砕が必要であり、その

コストですとか、エネルギーがどの程度かかるかによって状況が変わるというふうに理解

してございます。 

 また処理物を埋立処分場に最終処分する場合は、ほかの廃棄物からの影響により pHが変

動して、鉛が再溶出する可能性も懸念されるというところでございます。ここにつきまし
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ては技術的、経済的双方の観点からの検討が引き続き必要ではないかというふうに考えて

ございます。 

 また二つ目のコンクリート固化でございます。コンクリート固化は破砕した鉛ガラスを

セメント等で練り合わせて、鉛ガラスを固化した上で最終処分するという方法ですが、ブ

ラウン管ガラスへの適用はしたことがないということもあり、長期的な固化物強度の低下

に伴う鉛の溶出可能性も検討が必要というふうに整理してございます。 

 ８ページのまとめというところですが、これまで水平リサイクルも含め、リサイクル技

術とか処理技術を整理させていただきましたが、どの技術も一長一短があるというところ

で、現時点ではこれが決め手となるような技術がないのが実態です。ブラウン管ガラスの

ファンネル部分をカレット化するか否か、またカレット化する場合はどのような形状にす

るかとか、そういった処理方法との形も含めて検討をしていくことが必要なのかなという

ふうに整理をしてございます。 

 まずは現状の技術を俯瞰的に整理したというところでございますが、お手元に資料４別

紙としてＡ３のものを１枚おつけしてございますので，こちらをご覧いただければと思い

ます。今御紹介差し上げたリサイクル処理技術につきまして、リサイクルの方法、分離し

た鉛のリサイクルの方法、残滓等の発生の有無、その処理方法，また有償なのか逆有償な

のか、前処理が必要なのか、また受入可能量はどのぐらいなのかというところで情報を整

理してございます。 

 有償、逆有償のところについては、ほぼ逆有償なのかなという現状と、または前処理に

ついても、ここの前処理が必要になれば、またコストも高くなるといったような形で御理

解いただければと思います。また受入可能量につきましては、熱処理による鉛分離手法以

降が不明になってございますが、こちらは現状研究開発中のものもございますし、また最

終的な処分方法にも依存するというところもございまして、現状では不明という形で整理

をしている旨御理解いただければと思います。 

 まずは現在のリサイクル技術の総括というところで御説明させていただきました。以上

でございます。  

○酒井座長 資料４のリサイクル・処理技術の現状と課題ということで資料を御説明いた

だきました。ではこれに関して御質問あるいは御意見を伺いたいと思います。いかがでご

ざいましょうか。 

○仁井委員 一つのことばかりずっと言っていて私も恐縮なんですが、本当に義務外品と
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か不法投棄物が今の課題だ、一方で全体としてのものというのは、今エコポイントでちょ

っと逆のギャップで出るけれど、しばらくしてクロスして、13年以降はようわからんけれ

ど・・・という話であるとすれば、義務外品とか不法投棄物について今のメーンルートに

乗せるためにお金をどうするかとか、そういうソフトな議論は必要であっても、技術的な

話として何があるのかなと思うのです。 

 この資料はこの資料でありがたいのですが、こういう資料を勉強するというのはメーン

ストリーム自身の安定性の問題についてよくわからない、いろんなところで頭の体操をし

ておく必要がある、そういう前提であればわかるんですがということなんです。 

○環境省（森下室長） 先ほど資料２、この会議の終わりぐらいに、というお話をさせて

いただきましたが、今申し上げたほうがいいかと思います。今までのやりとりも踏まえて、

当然今日資料等も、これは環境省の関心事項、それを受けた資料、そして御議論、メンバ

ーにも御参加いただいているということでございます。詳細な改定版は後ほど送らせてい

ただこうと思いますが、例えば開催要項資料２の１のところで、最初のパラグラフに海外

で水平リサイクルが行われているとございますが、その後ろに、しかしブラウン管ガラス

カレットの中長期的な需給については確実な将来見通しは立てられない中、例えば輸出が

できなくなった場合の対応についても検討する必要がある、そういう趣旨の文章を入れさ

せていただいて、そのうち後ろはこのようなになっていますが、またとか、変えさせてい

ただいて、確かに見てみますと若干一部に説明が不足しているような、まあ本質的な問題

だということだとは思いますが、尐し文章をちゃんと直させていただこうかなというふう

に思っております。 

○酒井座長 仁井委員いかがでしょうか。そういう方向なのでよろしゅうございますか。

きょう前半で御議論いただいた中でも、そういう方向の心配は依然として残っているとい

う、そういうこともございましたので、その方向で事務局に整理をいただいて、また次回

のときにはよろしくお願いいたします。それでは資料４に対してほかに何かございません

か。 

○中村委員 技術の検討委員会ということで、技術ということでお話をしますと、この資

料をまとめられたときにどうやってこれがこうなったのかというのがわからないので、ま

ず４ページの③ですね。銅・鉛精錬って、これは何を指されているのか、ちょっと私には

理解しにくいので、国内にこんなのがあったっけ、というのが実は私の感想でして、ちょ

っと理解しにくいんですよね。 
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 何を指してらっしゃるのか、ちょっと不明ですので、こういう書き方をしないと困るん

だから、こういう書き方をされているのかなという気はするんですが、論理的に考えると、

実は上に亜鉛・鉛同時精錬というのがありますけど、これは大丈夫なんですよ。しかし銅

と鉛を同時にというか、これは同時じゃないからこういう書き方をされているのかなと、

ここもよくわからないところです。それが一つです。 

 それから（２）熱処理による鉛分離手法を国内処理というところで、これもよくわから

ないのですが、塩化揮発を除くといずれも破砕粉砕がいる、塩化揮発は不要でしょうかと

いうのは、これもちょっとまた何か、あのカレットをどうやって固まりを塩化揮発するの

かというのがちょっと理解できないです。 

 それからずっと下の三番目、鉛分離後のガラスは管理型または遮断型埋立処分場での最

終処分かというのは、多分これは不要ではないかな。塩化揮発でうまく飛ばしてしまうと、

基本的には溶出試験にかからないレベルで回収できますので、これもどこを指されてこう

いうふうな資料になったのかちょっと理解できないんですが、まあ論理的にというか、無

過失試験をしたことがありまして、それもかなり大きい規模で、それは全然問題なく技術

的に可能でございます。 

 あとはそこに書かれていることはほぼ非常にリーズナブルかなという気はします。ただ

金額に関していうと、私は全然わかりませんが、こんなに高いのかなというのが、ちょっ

と実感としてあります。これはわかりません。 

○酒井座長 一通り御意見をお聞きしたいと思います。では白鳥委員からお願いします。 

○白鳥委員 今ちょっと金額の話が出たので、私も同じことなのですが、これはやっぱり

余りに高額な金額を書きすぎじゃないかなと思います。今はもう水平リサイクルをやって

いることが前提ですから、ほかのことはやってないんですよね。そのため、実効値として

出てこないというのはしょうがないのですが、ネガティブかポジティブかわからないんで

すが、余り過大な値段で、リサイクルはだめだという印象を持たれるというのはちょっと

変かなと思います。 

 あとは中村先生がおっしゃったこと以外に幾つか相当ひっかかる表現があるのですが、

それはまた後で連絡します。もう一つは最初に御議論あったように、もしも水平リサイク

ルが止まるという前提で議論するのであれば、やはりそのほかに一瞬にして止まったとき

ということで、ものすごく溢れたということで、量的な部分というのはちょっと考えてお

かないといけないと思いますね。幾ら良い技術でも、幾ら安い技術でも、今ファシリティ
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が日本になくて、そのときからつくらなきゃいけないのだったら、それは無理ですよね。

やっぱり今のあるファシリティでどのぐらいいけるかとか、私は前からそうは言っていた

し、これが法的にどうかわからないのですが、あるところで尐し蓄積をしているか、そう

いった社会的なやつも含めて技術を評価しないと、ただの値段だけではないかなというよ

うな気もします。 

 もう一つは、ちょっと議論するのであれば、やはりリサイクル、なるべく資源を回収す

るのか、あるいはリサイクルするのか、捨てるのかというのを尐し方向性をはっきりして

議論に入ったほうが議論しやすいなという気はしました。以上です。 

○酒井座長 では引き続いて佐藤委員どうぞ。 

○佐藤委員 先ほどの目的のところですが、見直していただくのは結構なんですが、ぜひ

その見直す内容につきましては、我々のほうにも事前に御相談いただいて、本来の趣旨と

いうことを明確にして議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○酒井座長 それでは引き続いて崎田委員どうぞ。 

○崎田委員 私は確認なんですが、現在行われているのはこの水平リサイクルということ

で、それ以外のリサイクルに関しては、技術的に現在既に可能な技術なのか、今後の技術

なのか、先ほども御意見、御質問が出ましたけれども、その辺をわかりやすくしていただ

ければありがたいというのと、現在もリサイクルが主なのですが、リサイクル時におきる

ビリガラス、こういうのはきっとそのまま輸出ができないのかなと思うのですが、それは

既に鉛精錬に年間 3,000 トン受け入れられていると書いてありますが、現在こういう特殊

な状況のもとで実際に受け入れている技術、可能技術みたいなものがどれで、今後の研究

に過大な時間を要するのはどれでとか、ちょっとそういうような交通整理をしていただく

と大変わかりやすいかな。そうするとそれがコスト的に、将来的にコストがみんなでそれ

ぞれの役割で吸収できるコストなのか、そうでもないのかというのがちゃんと見えてくる

んじゃないかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○酒井座長 では引き続いて大薮委員からお願いいたします。 

○大薮委員 先ほど佐藤委員のほうからもお話がありましたが、私が期待すると申し上げ

た表現がちょっときつくとられていたらまことに遺憾でありますので、あくまでも現状は

水平リサイクルを徹底して追求していきます、最終的には水平リサイクルで我々終われば

いいというふうに基本的には思っていますが、万が一に備えてということが前提でありま

すので、そこの部分の書きぶりについてはくれぐれも、これはいろんな機微に触れる話で
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ございますので、ぜひともよろしくお願いを申し上げたいということを、蛇足ではござい

ますが、よろしくお願いいたします。 

○酒井座長 では次は滝上委員、どうぞ。 

○滝上委員 資料８ページの最終処分の処理技術についてお話ししたいと思います。最終

処分はそういう意味で鉛の永久処分場になるのか、それともストックとしての処分場にな

るのかという議論がありますが、それは置いておいて、今ここに書かれている不溶化処理、

キレート及びコンクリート固化といったところは現実的に非常に課題を抱えている難しい

技術だというふうに思います。 

 そこに付け足すというか、書かれてない問題なので一つ申しますと、例えばリン酸鉛の

形にすると非常に不溶化が進み、そういうのは焼却灰を対象に既に市町村で使ってやって

いるというところもありますし、リン酸の次は例えば炭酸塩とか、そういった形で安定で

すので、尐しそういうところでの選択肢とか、そういうものも認められているといったと

ころでも書いていただきたいというふうには思っております。 

○酒井座長 次は加賀美委員どうぞ。 

○加賀美委員 日本鉱業協会の鉛リサイクル委員会のものですが、ここに書かれている資

料４の鉛精錬のところの情報につきましては、昨年の 11 月に環境省のリサイクル推進室さ

んのほうから日本鉱業協会のほうに問い合わせがございまして、私のほうから回答した内

容がベースになっております。この鉛リサイクル検討委員会というのは、日本鉱業協会の

会員の中の、私は三菱マテリアルですが、三菱マテリアルと東邦亜鉛株式会社と三井金属

鉱業株式会社さん、三社でもってこの検討委員会を組織しております。これは昨年 11 月に

環境省さんのほうからお話いただきまして、テレビの地デジ化に伴ってブラウン管テレビ

がたくさん排出してくるよということで、非鉄精錬所の中でどのぐらいブラウン管ガラス

が処理できるのでしょうか、現状と将来的にどのぐらいできるのかというお話がありまし

て、それについて文書で回答させていただきました。 

 ブラウン管ガラスのカレットについては、現状は基本的には水平リサイクルできている

ので、私どもの非鉄金属精錬所では処理しておりません。ただ、使用済みのテレビが出て

きたときにブラウン管ガラスを処理したときに出てくるビリガラス、このビリガラスにつ

いては、現在東邦亜鉛さんが一番処理している量は多いのですが、年間 3,000 トン強、こ

れは実際にビリガラスとしては処理できております。 

 カレットについては、これはまだ試験段階で、ビリに比べて形状が尐し大きいものです
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から、ビリガラスと同じような処理ができるのかどうかというところ、ちょっと検討しな

ければいけないよということで、家電リサイクルの工場のほうから依頼があって、一部の

企業で受け入れて処理の試験はやったことはあります。 

 そういう状況でございまして、ビリガラスと基本的には性状がガラスカレットは似てい

るので、それぐらいの処理については問題なくできると思っておりますし、先ほど崎田委

員のほうからも話がありましたが、現状ビリガラスについては既に 3,000 トンやっており

ますし、将来的にはカレットについては、三社合わせて最低 6,000 トンから 7,000 トンは

受け入れ可能、設備的な増強を行えば１万トンから 12,000 トンの受け入れは可能である。

これは設備的な増強というのは、これは実際に昨年度経済産業省さんのほうからも御支援

いただいて、ある企業のほうでブラウン管ガラスを増収できるような設備の増強について

御支援いただいておりますので、将来的には１万トンから 12,000 トンぐらいできるんじゃ

ないかというふうに考えております。 

 それから白鳥委員のほうから、中村先生のほうからもありましたが、逆有償です。確か

に５万円から 10 万円という数字が出ていますが、10 万円というのはちょっと私も高すぎ

るなという感じで、５万円の下のほうもずいぶん下のほうまであると思いますので、そこ

ら辺具体的な数字は申し上げませんが、たしかに 10万円というのはちょっと高いな、５万

円より下は確かにあります。以上です。 

○酒井座長 どうもありがとうございます。今の加賀美委員からの発言でそれぞれ御質問

御意見を出していただいたことですが、相当お答えいただきましたので、その点を除いて

委員から出た御意見あるいは御質問等に、まずは事務局のほうからお答えいただける範囲

でお答えいただきましょうか。 

○三菱総研 ありがとうございました。いただいた御質問ということで、中村委員、白鳥

委員からいただきました技術的なところにつきましては、まさに皆様の御知見を踏まえて

どんどん内容を精査してまいりたいと思っていますので、また個別に御意見等をちょうだ

いできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 また滝上先生からいただいた処理のところにつきましても、これで全てというところで

まだ十分整理できてないところもございますので、処理技術ということでどんどん加えて

まいりたいと思いますので、そちらにつきましてもあわせて御指導を頂戴できればと思っ

ております。 

 ４ページ目の銅・鉛精錬のところでございますが、ここは過去の経緯もございまして、
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こういう書き方をあえてさせていただているのですが、きちんと情報を整理させていただ

いて、皆様にきちんと御理解いただけるような形で記述は考えてまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○中村委員 いや、ここはそういうふうに言ってくれという話ならそれでいいんですが、

ちょっと無理があるかな。大体予想はついているんですが、こんな表現でいいのかしらと

いうのが個人的に思っているだけです。 

○酒井座長 それでは今の国内一カ所の受け入れ可能性云々といったところについては、

事務局と委員の間で確認の上、最終的にどのような形か、また加賀美委員の御意見を伺い

ながら、書きぶりは調整してください。全体きれいにまとめられているのですが、個別に

はもう尐し御意見が出ておりましたので、例えば中村委員からは塩化揮発法の破砕は本当

に不要かということとか、それから残滓は遮断型処分と書いてあるけど、そこまではいら

ないんじゃないかとか、その辺はいま御見解はありませんか。ないのであればもちろん一

旦引き取っていただいていいんですが。 

○三菱総研 塩化揮発については、また我々が調べさせていただいた論文のところで、要

らないと書いてあったというところがございますので、そこはもうちょっと幅広に情報を

精査させていただきたいと思います。埋立処分場の件につきましては、ここは同様の出典

でございますので書き過ぎのところもあるのかなと思いますので、ここも幅広に精査させ

ていただいて、記述等見直していきたいと思っております。 

○環境省（杉村） 今後の方向性について白鳥委員のほうから御質問があったかと思うの

ですが、そもそもこの議論の中心はリサイクルなのか、捨てるのか、どうなのかという御

質問があったかと思うんですが、これはまさに開催要項に書いていますとおり、埋立処分

する場合の適切な技術的措置のあり方を主眼としていますので、この議論の中心というの

は後者のほうです。その派生系としてもしかしたら備蓄の話とか、そういうのが出てくる

かもしれないということかと思いますので、そういうことでよろしくお願いいたします。 

○仁井委員 今の発言に関して。一部の義務外品の話、あるいは不法投棄されたものにつ

いての対応の仕方の話と、メーンストリームについての対応の仕方の話で、そこの部分も

含めて整理していただけるものだと私は思っていました。別に埋立処分だけでという話で

はないんじゃないんだろうかというところは、チョイスの一つだとは思いますが、という

ことなんです。それであれば今こういうオプションを議論している話というのは何なんだ

ろうなと思うんです。 
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○環境省（杉村） もちろん今後のブラウン管ガラスカレットのリサイクル処分に係るオ

プションという意味では諸々あるとは思いますけれど、今のやり方が決まっていないとい

う意味では、埋立処分のところかと思いますので、当然その前提条件としてリサイクルが

どうだとか、その辺の整理はいたしますが、最終的なアウトプットという意味では埋立処

分のところを主眼にしたいという考えでおります。 

○仁井委員 資料５のところでまた意見を言います。 

○酒井座長 きょうの共通テーマでございますね。それ以外のところはほぼ皆さん出たと

おりでよろしいでしょうか。崎田委員から出たビリガラスについては現状技術があって、

そこでも受け入れも年間 3,000 トンあるという説明をいただきましたので、あとは滝上委

員から御指摘のあったリン酸鉛とか炭酸塩処理、この辺も御指摘のとおり非常に重要な技

術アクションになっていくかと思いますので、ここらも書くようにしてください。 

 それから大薮委員と佐藤委員のほうから、この検討会の目的の部分、最後に自分に相談

というお話がありましたので、また後でも引き続くようでございますので、そこを含めて

この場でのできるだけの合意ということに近づけたいと思いますので、改めてよろしくお

願いいたします。資料４の関係は、ほかはよろしいでしょうか。どうもありがとうござい

ました。 

 それでは次に資料５に移りたいと思います。国内で埋立処分する場合の適切な技術的措

置に係る検討について、事務局からよろしくお願いいたします。 

○三菱総研 それでは資料５に基づきまして、国内で埋立処分する場合の適切な技術的措

置に係る検討について（案）というところで御説明を差し上げたいと思います。１－２の

検討項目でございますが、基本的な考え方としまして、既往の試験結果の整理、技術的検

討内容の整理を行った上で、溶出試験を実施するというところでございます。 

 （１）の既往試験結果の整理ですが、埋立判定基準に照らし、環境省告示 13 号試験によ

る有害物質の溶出についての既往試験結果の整理を行い、試験条件等の整理と課題、論点

抽出を実施する。 

 （２）技術的検討内容の整理ということで、まず資料についてですが、環境省告示 13

号試験では、試料サイズ、溶出方法が規定される、このためブラウン管ガラスの特性を踏

まえ、どの部分を試料原料として採取すべきか、課題と論点抽出を実施するというところ

でございます。これについてはブラウン管ガラスが均質であればというところもございま

すので、そちらについても後ほど御助言等を賜ればと思います。 
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 また②ということで、埋立処分における技術的検討ということで、埋立処分場の溶出に

着目し、前処理により溶出量を抑える技術、埋立方法により溶出量を抑える技術等につい

て技術的な検討を行うというところでございます。 

 （３）溶出試験の実施でございます。環境省告示 13 号試験により先ほどの検討結果を踏

まえまして、ブラウン管ガラスですとか、埋立処分における技術的検討を行ったもの、溶

出量を抑える技術を施したブラウン管ガラスそれぞれを対象とする溶出試験を実施し、結

果を考察するというところでございます。 

 ２ページにいっていただきまして、これまで既往調査等でブラウン管ガラスカレットか

らの鉛の溶出試験の既存事例がございますので、そちらを幾つか御紹介したいと思います。

詳細につきましては参考資料の１ということで資料をおつけしてございますので、後ほど

御参照いただければと思います。 

 表の１で既往の溶出試験結果というところで、家電製品協会さんの試験結果、経産省さ

ん、産総研さんの試験結果、昨年度の環境省試験結果というところで情報整理してござい

ます。一点資料に誤りがございましたので訂正させていただきます。家電製品協会さんの

試験方法のＪＩＳのものですが、ＪＩＳＫ0068－１と書いてありますが、ＪＩＳＫ0058－

１の誤りでございます。お詫びして訂正申し上げます。 

 こちらの既往の溶出試験結果につきまして、結果をまとめたものが２ページ目の下の部

分でございます。まず家電製品協会による結果というところでございます。家電製品協会

ではスラグ類の溶出試験方法－第一部溶出量試験方法に準ずる方法で溶出試験を実施した、

試験結果の数値は上表のとおりでございまして、以下の事項がまとめられてございます。

すべての条件、破砕洗浄ガラス、機械破砕未洗浄、手割りガラス、また１ミリ以上２ミリ

未満のガラス片というところで、さまざまな条件で溶出試験が行われましたが、いずれの

条件でも鉛の基準数値を下回っているというところでございます。 

 二点目でございますが、破砕状態により溶出に差がある、ガラス片の大きさは細かいほ

ど溶出量が大きいところです。またパウダー混入量の多いもののほうが鉛の溶出量は大き

い、また粗砕試料による試験による溶出量は、利用有姿試験による溶出量に対して約 2.2

倍程度増加する。ただじ、ばらつきや偏差を考慮する必要があるというところでまとめら

れてございます。 

 続いて②の経済産業省による結果でございます。経済産業省が独立行政法人産業技術総

合研究所に委託をして電子機器等に起因する有害元素の浸出に関して、長期環境安全性を



29 

 

評価するための試験方法について検討したものであります。具体的にはＣＲＴガラス試料

に対して環境省告示 13 号の方法で試験を行ってございます。試験結果の数値は先ほどの表

の１のとおりでございます。試験結果をまとめますと、微細粒子は 1.0μメートルのガラ

ス繊維濾紙を通過することが示唆されまして、拡散挙動を注目する必要があるというとこ

ろで整理をしてございます。 

 また三つ目の環境省の調査による結果というところです。環境省の試験ではパネルガラ

ス、ファンネルガラスからの溶出量の測定を行った、これによればパネルガラスについて

は検出限界以下であったが、ファンネルガラスについては埋立処理に係る判定基準を上回

るような溶出が認められたというところでございます。また実験条件から、pH を低く設定

するほど溶出量が増加する傾向がわかりますというところがまとめられております。 

 続きまして３の技術的検討内容の整理でございます。（１）の試料について、環境省告示

13号試験では、試料サイズ、溶出方法が規定されており、溶出試験を実施する際の試料の

採取につきましては、一般的にはＪＩＳＫ0060 に基づき実施されております。またブラウ

ン管ガラスの特性を踏まえ、どの部分を試料として採取すれば適切な溶出試験結果として

見なし得るのかを検討し、課題と論点抽出を実施したいと思っております。 

 ２番目としまして、埋立処分における技術的検討です。ブラウン管ガラスの埋立処分に

あたりまして、鉛の溶出を低減する方法といたしまして、一般的に想定されるものとして

二つを挙げております。Ａとして前処理により溶出を抑えて埋め立てる場合というところ

で、ブラウン管ガラスに一定の処理を行い、ブラウン管ガラス単体で溶出試験を行った場

合と比較して、より溶出量を抑えることを想定してございます。 

 方法としては先ほどまとめましたコンクリート固化、薬剤による不溶化処理というとこ

ろがございますが、その他の手法につきましても、先ほどの御指摘を踏まえ整理をしてい

きたいと思います。コンクリート固化といたしましては、セメント等を練り合わせて固形

化する手法、薬剤による不溶化処理はキレート結合によりブラウン管ガラスに含有される

鉛を固定化し、不溶化する手法というところでございます。 

 またＢというところでもう一つのやり方として、埋立方法により溶出量を抑えて埋め立

てるという方法でございます。ブラウン管ガラスを埋立処分する際の形状ですとか方法を

規定することで溶出濃度をより小さくすることを想定してございます。具体的には破砕や

粉砕を抑えて埋立するような方法が考えられるかと思っております。 

 ４ページ目に移りますが、既往の試験結果によれば、粒度が高いものほど溶出試験にお
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ける溶出量が増加する傾向が見られるというところで、粗い状態で埋立することで溶出量

を下げるような可能性が考えられるのではないかというふうに書いてございます。 

 （３）の溶出試験の実施ですが、以下のブラウン管ガラスカレットを対象とした溶出試

験を今後実施してまいりたいと思っております。かなり粗々の案でございますが、ブラウ

ン管ガラスカレット前処理を施していないものと、何らかの前処理によりまして溶出量を

抑えたもの、そのブラウン管ガラスカレットについて環境省告示 13 号試験による溶出試験

を行って、結果の考察をしていきたいと思っております。本日はこの溶出試験のやり方で

すとか、こういった技術を適用したものを確認したほうがいいんじゃないかといったよう

な御示唆を頂戴できればと考えてございます。説明は以上でございます。 

○酒井座長 ありがとうございました。資料５、埋立処分する場合の技術措置に係る検討

についてということでの原案を御説明をいただきました。それではこの御説明に関して御

質問、御意見をお伺いしたいと思います。いかがでございましょうか。 

○崎田委員 一つだけお願いなんですが、特別管理廃棄物の鉛の基準数値が幾つかという

のをどこかにポンと書いておいていただくと、この表がすごくわかりやすいんですが。よ

ろしくお願いいたします。 

○酒井座長 今、口頭で御説明ください。 

○三菱総研 資料５の５ページ目のところに鉛については対象の産業廃棄物に対して溶出

試験における溶出が 0.3 ミリ／リットル以下となっているというふうに書いてございまし

て、こちらのフローにも出せるように整理したいと思います。 

○酒井座長 ほかはいかがでしょうか。 

○仁井委員 一つは先ほどちょっと僕が思い違いをしていたのかもしれません。義務外品

というものの定義を教えていただきたいというのが後でお願いしたいと思います。 

 それからブラウン管ガラスについては、これまで埋立処分が想定されていないことから

というのは、ここは今までも例えばテレビ以外のＣＲＴは世の中にいっぱいあるというの

はわかっているわけですから、それについての一定の手当はされていて、ということだろ

うと思います。そういうもので不十分かどうかということについてのまず議論があっての

話なのかなというふうに思っているんです。 

 それから先ほど水平リサイクルがあと２年ほどはそれなりにいける、もっともっと先ま

でも行くかもしらん、わからないけれども、まあそれぐらいまでは行くだろうということ

で考えると、結構時間はあり得るなというふうに私自身は思っているんです。基準の作り
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方について、率直に申し上げて私自身も昔携わっていたところはありますので、ある種慙

愧に耐えないという部分もありますけれど、水にかかわる基準、あるいは基準値というの

が非常に安直に今までやられてきたという印象を持っております。 

 水道の基準が決まると、環境基準がそれと同じ形で決まって、水濁法の排水基準がそれ

を単にテンを一つ動かした形で決まって、今度は廃掃法の基準がそれに３を掛けた形で決

まって、物の性質とか、どういったものだとかを考えずに基準ができてきた経緯があるよ

うに思います。鉛は結構世の中に汎用している天然元素でありますし、尐なくとも平成 10

年までは一部の産業廃棄物を別とすれば、ＣＲＴカレットなんていうのはまさにガラス・

陶磁器くずということで産廃であれば安定型処分場でも処分していたものです。 

 そういう中でどういう問題が起こって、どうなんだというようなところについて何の調

査もしなくて、40 年前に単純な仮定でエイヤッでつくったフォーミュラに照らして 0.幾つ

をただ超えていますとか、そういうことだけで議論をする話なのかとおもいます。これは

本当に全面にやると全面見直しなので、そこまでどうかというのはあるんですが、やっぱ

り特に鉛みたいな両性金属について処分場の中での挙動のパターンがいろんなのがあるよ

うなものについて、３月までにそこら辺を無視して、エイヤッと本当に具体的なものまで

決めなきゃあいかんのか、もう尐しそういうところについて何か情報を蓄積することがで

きないのか、そういうところの余裕はないかなというのが率直なところであります。 

 それから３ページ以降の「３．技術的検討内容の整理」というところにつきましては、

「（２）埋立処分における技術的検討」のなかに、「Ａ．前処理」でどうのとか、「Ｂ．埋立

方法」でどうのとか、書かれています。これは一方では技術の話かもしれませんが、一方

で家電法の世界でいけば役割分担の話であるかと思います。 

 仮にＣＲＴカレットが再商品化過程から出てくる残滓だというふうな整理になれば、も

う製造事業者等の責任範囲からは完全に外れた話しになるというふうに私自身は理解して

おりますけれど、そういうようなもので本当にいいんだろうか。残滓という扱い自身の位

置づけの問題なのかもしれませんし、別のやり方があるのかもしれないけれど、そういう

役割分担を無視して技術的にこうこうだというのだけをパンパンと当てはめるという議論

の仕方では、ちょっと後々たたる部分があるなというふうに思っております。以上です。

ほとんどが意見に近いですが、義務外品について教えてください。 

○酒井座長 では引き続いて佐々木委員どうぞ。 

○佐々木委員 参考資料の２で、140 数団体が年間で何らかの形で埋立をしているという
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データがあるんですが、量についてはあるんでしょうか。経験的に言うと、義務外品につ

いてもそれほど市町村が自ら処理する量が多いというふうにも考えられませんし、あるい

は委託している場合のうち、埋立しているのは 33 団体ほどあるんですが、それらの量はど

のぐらいなのかというのが、調査をしていれば教えていただきたいと思います。 

 それからもう一つ、資料の３ページのところなんですが、③の環境省の調査による結果

ということなんですが、ファンネルガラスについてはその判定基準を大きく上回っている

というのはわかったんですが、実験状況から pH を低く設定するほどというところの、例え

ば相関関係というんですか、pH がこういうふうになっていると溶出がこうなるよというこ

とで、海面埋立なんかをやっているところは結構 pH の費理をしているところも結構ありま

す。そんなようなことで、その辺のデータがあればお示しをいただければと思います。 

 それからちょっと気になったのは、これはお答えがあればでいいんですが、粉砕処理を

行った埋立処分というのが一番多いわけです。恐らくかさばるので細かくして埋めたほう

が効率的だということでやっておるわけですが、３ページから４ページにかけて粗い状態

でやったほうが溶出量が下がる傾向がある、この辺のこともお調べになったデータがある

のかどうか、その辺も含めて教えていただければと思います。以上です。 

○酒井座長 それでは義務外品等々の話を含めて尐し事務局のほうからお願いいたします。 

○環境省（杉村） まず義務外品の定義というか、説明でございますが、家電リサイクル

法で小売店に引取義務が課されているというものは、過去に自分で売ったものと、それか

ら買い替えで出てくる廃家電については引取義務をはかっている。例えば既に過去に自分

が買った小売店がつぶれているから、あなたのところの小売店に近いからこれを引き取っ

てくれと言われても、それは引き取る義務がない、そういう意味です。義務外品について

は市町村のほうでしっかりと回収をしなければいけないというのが法律になっていますの

で、そういう意味です。 

○仁井委員 わかりました。誤解しておりまして今までやや議論を混戦させ申し訳ありま

せん。要するに小売店の義務の話ですね。 

○環境省（杉村） そうです。小売店の引取義務です。あとは佐々木委員のほうから御質

問がありました量の話ですが、量についてはすみません、聞いてはいるんですが、把握を

している自治体とそうでない自治体がありますので、網羅的にはわからないというのが正

直なところでございます。 

○仁井委員 そうすると一部の自治体が環境大臣告示を守ってないということですか。守
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れないんですか。 

○環境省（森本） 若干補足させていただきますと、資料５の８ページをご覧いただきた

いのですが、こちらは家電リサイクル法の施行当時に環境省が発出した通知でございます。

こちらの中で特定家庭用機器の範囲というところで、一番下の段落を見ていただきたいの

ですが、破損腐食している場合でも指定引取場所を運搬し引き渡すことは可能であるがと

いうところの後ろですが、不法投棄等により破損・腐食の程度が著しく有用な資源回収が

見込めないと判断されるものについては、市町村等が従前の処理を行うことも可能である

というような通知を出しております。こちらに基づいて実際に破損が著しいとかというこ

とがあって、やむなく埋立処分をされているという自治体もあるのではないかと考えられ

ます。 

○酒井座長 その際に目安になる処分のレベルというか、溶出のレベルに関しての規定は

ないわけですよね。 

○環境省（森本） そういった明確にどこまでという規定はございません。製造業者さん

も指定引取場所等ではできる限り幅広に引き取るように御努力いただいているというふう

にはお聞きしております。 

○仁井委員 それはそもそも告示に従う義務の生じないものだからということじゃないん

でしょうか。 

○環境省（森本） それが幅広にとられている可能性もあるのではないかと思っておりま

す。不法投棄物であれば例えば何でもかんでも埋めているとすれば、それは詳細まで把握

できておりませんが。 

○仁井委員 その不法投棄物はその状態によって特定家庭用機器になっているのか、特定

家庭用機器廃棄物と観念できるのかも、本当に大事なものを抜かれちゃってどうなってい

るかわからないから余り単純化するのはいかがかとは思うのですが、そういう意味ではな

くて、単純に法を守ってないというなら守らせてちょうだいというだけの話で、法を守っ

てない人がいるから基準を整理しますという話とは違いますよね。 

○環境省（杉村） そこはおっしゃるとおりのところはありますが、一方で埋立処分の基

準がないというのも事実ですので、そこは整理しないといけないというのもあると思いま

す。 

○仁井委員 先ほど来、私が義務外品や特定家電について規模裾切りがあるかのような思

い込みで議論を混乱させてしまった点は申し訳なく思いますが、尐なくとも例えばパソコ
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ンモニターについての基準はありますよね。 

○環境省（杉村） おっしゃるとおり、パソコンについてはまた話は別になってしまうの

で、そこの御指摘は当然あると思います。ただ、この検討会で決めるということは、この

検討会ですべてをオーソライズするというわけではなくて、当然処理基準とか決めるので

あれば、別途審議会で検討したりしないといけないと思いますので、その際にそれも合わ

せて議論になるということは想定されます。 

○酒井座長 今、両委員から御指摘のあった点で、pH 管理との関係とか、あるいは良性金

属云々という、そういう御指摘がございましたが、これは非常に重要なポイントでありま

すけれど、それに関しては何か追加説明はありますか。 

○三菱総研 追加説明させていただきます。お手元の資料５の２ページをごらんいただけ

ればと思うのですが、まず pH との相関関係というところで、一つの実験結果ではございま

すが、環境省の調査で pH を 5.8～6.3 の場合から、4.5～5.0 の場合というふうにふって試

験を行ってございます。pH が低くなるほど鉛の溶出量が大きくなるという傾向は、この実

験からは見られるというふうに考えられるかと思います。 

 また、埋立の形状、サイズのところにつきましては、家電製品協会の試験結果というと

ころで、破砕したガラス、通常の大きさのものですとか、あとは１ミリ以上２ミリ未満と

いうことで、かなり小さく粉砕したものというところで溶出試験を行ったところ、小さい

ほうが鉛溶出量が大きいというところで、これもあくまでもこの一試験結果ではございま

すが、そういう結果も今のところ現状あるものではこちらがあるというところで資料には

掲載させていただいてございます。 

○仁井委員 フィールドとまでは申しませんが、単にこういう溶出試験の pH を変えたとか、

そういう話ではなくて、もう尐し結局人の暴露に意味のあるような、そういうルートのも

とでの情報というものについての集積努力ということをお願い申し上げたいというのが先

ほど実態を踏まえてという話なんです。 

 ＣＲＴというか、ブラウン管カレットについては、平成９年までは、まあ分散していま

すが、世の中で単に砕いて埋めていたという事実はいっぱいあるわけです。そういう中で

例えば管理型の処分場であれば、浸出水の原水ベースでどうだった、それは確実にそのＣ

ＲＴだけだとか、そんなことは言えないのですが、あるいは模擬試験をする時間だって２

年間あったらあるのじゃないかと、そういうことなんです。 

○白鳥委員 今おっしゃったことは私もそう思います。それとは別に、もし４ページのと
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ころの試験を実施するんだとすると、ちょっと別な観点からもう尐し考えていかなければ

いけないことがあるかと私は思うんです。今のブラウン管のＰ／Ｆカットというのは、よ

りきれいな原料を使ってもらうため、原料をつくるためのカットですよね。ですから品質

管理というのは、多分マレーシアのＮＥＧさんの品質管理で担保された、要するにそこで

汚いものをだしてしまったら買ってもらえなくなる、そういうことで皆さんはすごく一所

懸命洗っているのだと思うんですね。だからビリガラスが発生するということだと思うん

です。もしもＣＲＴがつくれなくなったときのことを考えてやるのだとしたら、前の段階

から変わっちゃうと思うんですね。 

 ヨーロッパの例で、見てきた会社だけしか言えないのですが、ある会社は全部ブラウン

管はそのまま割ってしまって混合物として処理する、アメリカの例ではやっぱりＣＲＴは

混合物として割って、ソーターで鉛ガラスだけとって残りを捨てるというような形になっ

たり、ちょっと違った形態が出てくると思うんですね。これは今のきれいにガラスカレッ

トをとって、13 号云々の試験をするだけではちょっと片手落ちなのかなという気もします。

そこまでを想定するのであればね。そんな気はしました。以上です。 

○酒井座長 今、御指摘いただいた点は、３ページのところでも試料についてというとこ

ろで、ブラウン管ガラスの特性を踏まえ、どの部分を試料として採取すれば云々というよ

うなところで、一定の視野にはおかれているんだろうというふうには思いますので、その

点で今の御指摘も踏まえながら計画を進めていただければいいんじゃないかというふうに

思っております。 

 それの以前に仁井委員のほうから本当に 2011 年の春までに決めなければいけないこと

なのか、もうちょっとゆっくり考えたらどうかという趣旨の御発言がございましたが、こ

の部分に関しては事務局のほうの事情もおありかと思いますので、いかがでしょうか。御

発言いただければと思います。 

○環境省（森下室長） 幾つか御指摘をいただきまして、この検討会は皆様方の意見を頂

戴しながら進めていきたいというふうに思っております。一つのポイントは、この検討会

は制度に関することを議論する場ではないと思っております。極めてシンプルに申し上げ

ますと、ブラウン管ガラスカレットを処分するときの仕方、どういうふうなやり方という

ことについての技術的な検討はこれまで十分なされてないということは間違いなくあると

いうふうに思っております。それを議論していただくということが、この検討会での目的

というふうにとらえていただければありがたいと考えております。 
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 その中で、これは委託先の調査ということでございますので、３月末までに何らかの成

果を出していただきたいというふうに思っております。その後のことにつきましては、そ

の３月末までのこの検討会の成果を踏まえまして、また事務局のほうでも関係者の方々と

御相談を申し上げながら議論をしていきたいというふうに考えております。 

○酒井座長 よろしいでしょうか。ほかに何かございませんでしょうか。 

○中村委員 ３月までということで、技術的な検討ということで進められて、それで溶出

試験の実施をされるということみたいなんですが、そのときに粒度の問題とかその他いろ

いろ、pH は変えなきゃあいけないのか、変えるのか、これは結構 13 号をやるということ

は日本の溶出試験の、もし pH を変えるのだったらかなり理論の裏づけしないとおかしくな

りませんかというのがちょっとあります。 

 それともう一つ、キレートとか、その他添加物で抑えるという試験をされるのもいいん

ですが、この場合、試験期間を考えたときに、特にキレートは先ほど滝上委員も言われま

したように、安定性の時間軸というのがありますから、そこも尐し考えなきゃあいけない

部分があろうかと思います。 

 キレート化で止めるというのは、当然止まるんですが、あれはキレートが反応してうま

くいって、なおかつそれが鉛ガラスというか、ガラスからキレート自身がはずれないとい

うのが条件ですから、そういうことを含めて試験をされるときには十分に注意をしていた

だきたいということをお願いしたいと思います。 

 それからもう一つ、これは当然そこに入っていると思いますが、試験をされるときに試

験方法でのフィルターの目というんですか、これはかなり効きますから、当然そこも十分

留意をしてやっていただければと思います。もう尐し細かいことを言いますと、フィルタ

ーに依存して実は溶出試験をすると pHが変化してきます。ですのでそんなこともあります

よということだけは一言言っておきます。 

○酒井座長 御注意として承っておけばよろしいでしょうか。それではほぼきょうの予定

の資料の説明ということはこれで全体締めさせていただきたいと思いますが、全体の議論

を通じて再度ここで御発言ということがございましたら承りたいと思いますが、いかがで

しょうか。よろしいでしょうか。 

 きょうは途中でこの検討の目的、趣旨のところにつきましては微修正をということで、

事務局のほうからもお話がございましたので、あとはまた委員の確認も含めながらやって

いただけるということになろうかと思いますが、一点のみ、きょうの議論を拝聴いたしま
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して、基本的に水平リサイクルということの良さ、ここは今後もやはり評価維持していか

ねばならない、そのために機微に触れる部分がある、そこは配慮してほしいという、そう

いう趣旨の御発言であったかと思います。 

 その点は十分踏まえつつも、やはり対象が将来このリサイクルが滞る可能性も否定でき

ないという中でのこの検討であるということも、どうも事実であるということもほぼ共通

意識になりつつあるのではないかというふうに思っております。そういった意味で今後の

リサイクルの方向性についての見通しということは主たるこの目的には当然入らないにし

ても、尐なくともリサイクルの方向性に関する検討議論はここで行っていただいてもいい

のではないか、そういう印象をもっております。 

 今の点に関して強いそういう意味では拒否、あるいはオブジェクションがあれば、今御

発言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。実際きょうの資料等もそういった意

味の趣旨の資料も相当に含まれておりますし、このもの自体がそういう意味では公開され

ていくことになるわけでございますので、その部分の検討が全くそういう意味では目的に

入らずにやっているのが何か変だというのが正直なところですので、その機微の部分は十

分に理解をしながら進めさせていただきたいというふうには思いますが、そのような運営

ということを進めさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。文章面は事務局

でやっていただけると思いますので、その中でお願いをしたいと思います。 

○仁井委員 私は資料に具体につまびらかに書けということではなくて、委員メンバーが

認識を共有するということが大事だろうと思っておりますので、微妙な問題について露骨

に書けとか、そういうことを申し上げているつもりは全くありません。 

○酒井座長 相当先見的な取り組みを始めているのではないかと思いますので、これはま

た数を重ねながらよろしくお願いしたいと思います。それではこの後、事務局のほうにそ

の他ということで、議事の最後、今後のスケジュール等について御説明いただけますでし

ょうか。 

○環境省（杉村） 資料６をご覧ください。次回の第２回検討会につきましては、１月の

中旪を予定しております。ここで溶出試験方法の具体的な検討を行っていきたいと考えて

おります。試験結果を踏まえまして、第３回の検討会を２月下旪に行って、第４回の検討

会を３月下旪に行いまして、ここで検討会のとりまとめということになるかと思います。

設置要項につきましては大薮委員と佐藤委員と仁井委員に個別に調整をさせていただいて、

最後に座長に御相談の上、次回の検討会に修正版を出すということで御了承願いたいと思
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います。 

○酒井座長 そういう方針でございます。よろしいでしょうか。では次回の開催について

はまた事務局から調整いただくということでお願いできればと思っております。よろしく

お願いいたします。 

○環境省（杉村） それではこれをもちまして第１回ブラウン管ガラスカレットのリサイ

クル・処分に係る技術検討会を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。 

 

（了） 


